
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

（
第
九
一
一
七
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 23 号

平成 16 年

3 月23日（火曜日）

一

告
　
　
示

○
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請

（
環
境
管
理
課
）

一

○
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
長
寿
社
会
対
策
課
）

三

地
方
自
治
法
施
行
令
の
規
定
に
基
づ
く
収
納
事
務
の
委
託
　
　
　
　
　
（
子
育
て
支
援
課
）

○
都
市
公
園
区
域
の
変
更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
に
ぎ
わ
い
創
出
課
）

○
家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
規
定
に
よ
る
受
検
の
命
令
（
十
件
）

（
畜
　
産
　
課
）

四

○
家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
請
求
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

七

○
平
成
十
六
年
香
川
県
告
示
第
九
十
一
号
（
漁
業
法
の
規
定
に
よ
る
共
同
漁
業
及
び
区
画
漁

業
の
免
許
の
内
容
と
な
る
事
項
等
の
決
定
）
の
一
部
訂
正
　
　
　
　
　
　
（
水
　
産
　
課
）

○
平
成
十
六
年
香
川
県
告
示
第
百
四
十
三
号
（
漁
業
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
に
つ
い
て

の
同
意
の
成
立
）
の
一
部
訂
正
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
基
幹
道
路
の
改
築
工
事
の
一
部
完
了

（
道
路
保
全
課
）

○
道
路
の
位
置
指
定
（
二
件
）

（
建
　
築
　
課
）

八

公
　
　
告

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
（
経
営
支
援
課
）

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

九

○
土
地
改
良
事
業
の
認
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
地
改
良
課
）

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
の
実
施
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
技
術
企
画
課
）

一
〇

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
施
設
に
つ
い
て
の
名

称
の
変
更
が
あ
っ
た
旨
の
報
告

一
五

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
の
報

告
○
平
成
七
年
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
八
号
（
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る

政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
）
の
一
部
訂
正

人
事
委
員
会
規
則

委
託
地
方
公
共
団
体
に
か
か
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

企
業
管
理
規
程

香
川
県
水
道
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

一
六

香
川
県
水
道
局
公
舎
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

一
七

香
川
県
五
色
台
水
道
事
業
給
水
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

一
八

●
香
川
県
告
示
第
百
七
十
七
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

告

示

１
　
申
請
の
概
要

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

綾
歌
郡
綾
上
町
山
田
下
3465-3

株
式
会
社
　
山
清



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

（
第
九
一
一
七
号
）

二

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

①
粗
製
あ
ん
の
沈
殿
槽
　
　
2.34

２
基

②
液
体
サ
イ
ク
ロ
ン
　
２

／
30分

２
基

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

製
あ
ん
業
の
用
に
供
す
る
粗
製
あ
ん
の
沈
殿
槽

代
表
取
締
役
　
山
下
　
清
次
郎

事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

綾
歌
郡
綾
上
町
山
田
下
3465-3

株
式
会
社
　
山
清

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

許
可
後

許
可
後
１
月

完
成
日

（
平
常
期
）
９
時
30分
か
ら
16時
、
５
時
間
30分
使
用

（
繁
忙
期
）
９
時
30分
か
ら
18時
30分
、
８
時
間
使
用

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

6.5～
7.8

6.5～
7.8

浮
遊
物
質
量

280
410

窒
素
含
有
量

46
100

り
ん
含
有
量

11
46

700
1,300

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

520
1,700

項
　
　
　
　
目

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

排
出
さ
れ
る
汚
水
等

の
量

①
×
２
基

80
104

②
×
２
基

80
104

汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項

り
ん
含
有
量

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

11
26

1
2

500
800

500
800

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

処
理
前
及

び
処
理
後

の
汚
水
等

の
汚
染
状

態

項
　
　
　
　
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

浮
遊
物
質
量

窒
素
含
有
量

既
設

既
設

既
設

連
続
24時
間

処
　
　
理
　
　
前

処
　
　
理
　
　
後

通
　
常

最
　
大

通
　
常

最
　
大

7.0～
8.0

7.0～
8.0

6.8～
7.5

6.0～
8.0

700
1,300

50
60

520
1,700

50
60

280
490

50
60

46
100

30
60

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

排
水
処
理
施
設

800
／
日
　

汚
水
等
の
処
理
方
式

回
分
式
活
性
汚
泥
法

変
　
　
更
　
　
前

変
　
　
更
　
　
後

通
　
常

最
　
大

通
　
常

最
　
大

6.8～
7.5

6.0～
8.0

6.8～
7.5

6.0～
8.0

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

第
　
　
　
１
　
　
　
排
　
　
　
水
　
　
　
口

排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量

排
出
水
の

汚
染
状
態

水
素
イ
オ
ン
濃
度

項
　
　
　
　
目



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

（
第
九
一
一
七
号
）

三

●
香
川
県
告
示
第
百
七
十
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

申
請
者
の
名
称
、
代
表

介
護
保
険
　
　
事
業
所
の
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ー
ビ
ス

者
の
氏
名
及
び
主
た
る
　
指
定
年
月
日

事
業
所
番
号
　
　
及

び

所

在

地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
種
類

事
務
所
の
所
在
地

三
七
七
〇
二
　
ど
き
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
　
有
限
会
社
ケ
ア
・
ス
テ
ー
　
平
成
十
六
年
　
訪
問
介
護

〇
〇
五
二
九
　
丸
亀
市
土
器
町
西
四
丁
目
　
シ
ョ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
三
月
十
五
日
　
居
宅
介
護

二
三
一
番
地
三
　
　
　
　
　
代
表
取
締
役
　
藤
田
由
紀
　
　
　
　
　
　
　
支
援

子丸
亀
市
土
器
町
西
四
丁
目

二
四
四
番
地

三
七
七
〇
一
　
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
ミ
モ
ザ
　
株
式
会
社
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
　
平
成
十
六
年
　
痴
呆
対
応

〇
二
八
二
四
　
高
松
市
新
田
町
甲
二
一
八
　
長
谷
川
　
　
　
　
　
　
　
　
三
月
十
六
日
　
型
共
同
生

一
―
一
　
　
　
　
　
　
　
　
代
表
取
締
役
　
植
村
輝
久
　
　
　
　
　
　
　
活
介
護

高
松
市
築
地
町
八
―
一
七

●
香
川
県
告
示
第
百
七
十
九
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
、
次
の
者
に
保
育
士
登
録
手
数
料
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
名
称
　
社
会
福
祉
法
人
日
本
保
育
協
会

二
　
住
所
　
東
京
都
渋
谷
区
神
宮
前
五
丁
目
五
三
号
一
番

●
香
川
県
告
示
第
百
八
十
号

香
川
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
条
例
第
二
十
号
）
第
十
三
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
都
市
公
園
の
区
域
の
変
更
に
つ
い
て
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
名
称

瀬
戸
大
橋
記
念
公
園

二
　
位
置

坂
出
市
沙
弥
島
字
南
通
及
び
同
市
番
の
州
緑
町

三
　
変
更
に
係
る
区
域

別
紙
図
面
の
と
お
り

「
別
紙
図
面
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
は
、
香
川
県
商
工
労
働
部
観
光
交
流
局
に
ぎ
わ
い
創
出
課
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

50
60

50
60

30
60

30
60

1
2

1
2

501.4
801.4

399
699

50
60

50
60

50
60

50
60

り
ん
含
有
量

排
　
出
　
水
　
の
　
量

（
備
考
）
今
回
の
申
請
に
伴
い
、
既
設
特
定
施
設
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
処
理
水
の
一
部
を

綾
上
町
公
共
下
水
道
に
放
流
す
る
た
め
、
当
該
工
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
出
水
の
量
及

び
汚
濁
負
荷
量
が
減
少
す
る
。

２
　
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

期
間

平
成
16年
３
月
23日
か
ら

平
成
16年
４
月
13日
ま
で

場
所

香
川
県
環
境
森
林
部
環
境
管
理
課

綾
上
町
生
活
環
境
課

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

浮
遊
物
質
量

窒
素
含
有
量

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

第
１
排
水
口
へ
は
通
常
399

／
日
排
出
を
上
限
と
し
、
こ

れ
以
上
の
排
水
は
綾
上
町
公
共
下
水
道
に
放
流
す
る
。



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

（
第
九
一
一
七
号
）

四

二
　
実
施
す
る
区
域

香
川
県
全
域

三
　
実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

１
　
搾
乳
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛
で
、
家
畜
共
進
会
等
家
畜
を
集
合

さ
せ
る
催
物
に
出
品
し
よ
う
と
す
る
雌
牛

２
　
繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛
で
、
家
畜
共
進
会
等
家
畜
を
集
合

さ
せ
る
催
物
に
出
品
し
よ
う
と
す
る
雌
牛

３
　
種
付
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
牛

４
　
家
畜
受
精
卵
の
採
取
の
用
に
供
す
る
雌
牛

四
　
実
施
の
期
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五
　
検
査
の
方
法

ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
皮
内
反
応
法
及
び
臨
床
検
査
を
実
施
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
百
八
十
三
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家
畜

の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
実
施
の
目
的

ヨ
ー
ネ
病
の
発
生
予
防
の
た
め

二
　
実
施
す
る
区
域

香
川
県
全
域

三
　
実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

１
　
発
生
地
域
か
ら
搾
乳
に
供
す
る
目
的
で
導
入
す
る
牛

２
　
搾
乳
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛
で
、
家
畜
共
進
会
等
家
畜
を
集
合

さ
せ
る
催
物
に
出
品
し
よ
う
と
す
る
雌
牛

３
　
繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛
で
、
家
畜
共
進
会
等
家
畜
を
集
合

さ
せ
る
催
物
に
出
品
し
よ
う
と
す
る
雌
牛

四
　
区
域
変
更
の
期
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日

●
香
川
県
告
示
第
百
八
十
一
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家
畜

の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
実
施
の
目
的

ブ
ル
セ
ラ
病
の
発
生
予
防
の
た
め

二
　
実
施
す
る
区
域

香
川
県
全
域

三
　
実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

１
　
搾
乳
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛

２
　
種
付
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
牛

３
　
前
二
号
の
牛
と
同
一
施
設
内
で
飼
育
し
て
い
る
牛

４
　
繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛
で
、
家
畜
共
進
会
等
家
畜
を
集
合

さ
せ
る
催
物
に
出
品
し
よ
う
と
す
る
雌
牛

四
　
実
施
の
期
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五
　
検
査
の
方
法

凝
集
反
応
検
査
及
び
臨
床
検
査
を
実
施
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
百
八
十
二
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家
畜

の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
実
施
の
目
的

結
核
病
の
発
生
予
防
の
た
め



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

（
第
九
一
一
七
号
）

五

４
　
家
畜
受
精
卵
の
採
取
の
用
に
供
す
る
雌
牛

四
　
実
施
の
期
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五
　
検
査
の
方
法

酵
素
免
疫
測
定
法
に
よ
る
検
査
及
び
臨
床
検
査
を
実
施
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
百
八
十
四
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家
畜

の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
実
施
の
目
的

ア
カ
バ
ネ
病
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
、
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
イ
バ
ラ
キ
病
、
牛
流
行
熱
及
び
ブ
ル

ー
タ
ン
グ
の
発
生
予
察
の
た
め

二
　
実
施
す
る
区
域

香
川
県
全
域

三
　
実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

未
越
夏
の
搾
乳
に
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
牛

四
　
実
施
の
期
日

平
成
十
六
年
六
月
下
旬
、
八
月
中
旬
、
九
月
下
旬
及
び
十
一
月
中
旬

五
　
検
査
の
方
法

臨
床
検
査
及
び
血
清
学
的
検
査
を
実
施
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
百
八
十
五
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家
畜

の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
実
施
の
目
的

馬
伝
染
性
貧
血
の
発
生
予
防
の
た
め

二
　
実
施
す
る
区
域

香
川
県
全
域

三
　
実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

競
走
又
は
競
技
に
出
場
す
る
馬
及
び
乗
用
、
農
耕
用
又
は
愛
が
ん
用
の
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
馬

四
　
実
施
の
期
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五
　
検
査
の
方
法

寒
天
ゲ
ル
内
沈
降
反
応
検
査
及
び
臨
床
検
査
を
実
施
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
百
八
十
六
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家
畜

の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
実
施
の
目
的

ニ
ュ
ー
カ
ッ
ス
ル
病
の
発
生
予
防
の
た
め

二
　
実
施
す
る
区
域

香
川
県
全
域

三
　
実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

種
鶏
、
種
鶏
候
補
鶏
及
び
同
一
施
設
内
で
飼
育
し
て
い
る
鶏

四
　
実
施
の
期
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五
　
検
査
の
方
法

ニ
ュ
ー
カ
ッ
ス
ル
病
ウ
イ
ル
ス
赤
血
球
凝
集
抑
制
反
応
検
査
及
び
臨
床
検
査
を
実
施
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
百
八
十
七
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家
畜

の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

（
第
九
一
一
七
号
）

六

一
　
実
施
の
目
的

家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
の
う
ち
ひ
な
白
痢
の
発
生
予
防
の
た
め

二
　
実
施
す
る
区
域

香
川
県
全
域

三
　
実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

種
鶏
、
種
鶏
候
補
鶏
及
び
同
一
施
設
内
で
飼
育
し
て
い
る
鶏

四
　
実
施
の
期
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五
　
検
査
の
方
法

急
速
凝
集
反
応
法
及
び
臨
床
検
査
を
実
施
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
百
八
十
八
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家
畜

の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
実
施
の
目
的

呼
吸
器
性
マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ
病
の
発
生
予
防
の
た
め

二
　
実
施
す
る
区
域

香
川
県
全
域

三
　
実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

種
鶏
、
種
鶏
候
補
鶏
及
び
同
一
施
設
内
で
飼
育
し
て
い
る
鶏

四
　
実
施
の
期
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五
　
検
査
の
方
法

急
速
凝
集
反
応
法
及
び
臨
床
検
査
を
実
施
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
百
八
十
九
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家
畜

の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
実
施
の
目
的

腐
蛆
病
の
発
生
予
防
の
た
め

二
　
実
施
す
る
区
域

香
川
県
全
域

三
　
実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

他
の
都
道
府
県
の
区
域
に
転
飼
し
よ
う
と
す
る
み
つ
ば
ち

四
　
実
施
の
期
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五
　
検
査
の
方
法

肉
眼
的
検
査
及
び
細
菌
学
的
検
査
を
実
施
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
百
九
十
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家
畜

の
所
有
者
は
当
該
死
体
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
実
施
の
目
的

伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
発
生
の
状
況
及
び
動
向
を
把
握
す
る
た
め

二
　
実
施
す
る
区
域

香
川
県
全
域

三
　
実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

二
十
四
ヶ
月
齢
以
上
で
死
亡
し
た
牛
の
う
ち
、
牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
第
六
条
第
一
項
に

基
づ
く
届
出
の
対
象
に
な
る
牛
。
た
だ
し
、
同
法
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
き
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。

四
　
実
施
の
期
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五
　
検
査
の
方
法

酵
素
免
疫
測
定
法
に
よ
る
検
査
を
実
施
す
る
。



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

（
第
九
一
一
七
号
）

七

（
第
九
一
一
七
号
）

●
香
川
県
告
示
第
百
九
十
一
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

報
告
を
求
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
実
施
の
目
的

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め

二
　
報
告
す
べ
き
者

飼
養
羽
数
が
千
羽
以
上
の
鶏
、
あ
ひ
る
、
う
ず
ら
及
び
七
面
鳥
の
農
場
の
所
有
者

三
　
報
告
す
べ
き
事
項

農
場
に
つ
い
て
の
月
曜
日
か
ら
日
曜
日
ま
で
の

①
　
飼
養
羽
数

②
　
死
亡
羽
数

③
　
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
よ
う
な
状
況
の
有
無

四
　
報
告
書
の
提
出
期
限

翌
週
の
火
曜
日
ま
で
に
報
告
す
る
。

五
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

①
　
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
は
直
ち
に
報

告
す
る
。

②
　
提
出
先
は
所
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
と
す
る
。

③
　
本
告
示
が
適
用
さ
れ
る
期
間
は
、
別
に
通
知
す
る
ま
で
と
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
百
九
十
二
号

平
成
十
六
年
香
川
県
告
示
第
九
十
一
号
（
漁
業
法
の
規
定
に
よ
る
共
同
漁
業
及
び
区
画
漁
業
の
免
許
の

内
容
と
な
る
事
項
等
の
決
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

別
表
二
１１
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

●
香
川
県
告
示
第
百
九
十
三
号

平
成
十
六
年
香
川
県
告
示
第
百
四
十
三
号
（
漁
業
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
に
つ
い
て
の
同
意
の
成

立
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
１
中
「
野
網
　
正
司
」
を
「
網
本
　
正
司
」
に
改
め
、
同
２
中
「
大
型
定
置
網
漁
業
」
を
「
大
型
定

置
漁
業
」
に
改
め
る
。

●
香
川
県
告
示
第
百
九
十
四
号

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
基
幹
的
な
町
道
の
改
築
工
事
を
次
の
と
お
り
一
部
完
了
す
る
の
で
、
過
疎
地

域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
七
十
五
号
）
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。平

成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

工
事
の
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

工
事
の

路
線
名

工
　
　
事
　
　
区
　
　
間

種
　
類
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

完
了
の
日

奥
山
線
　
小
豆
郡
池
田
町
大
字
室
生
字
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
十
六
年

次
ノ
谷
一
五
六
三
番
一
地
先
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
月
三
〇
日

か
ら

改
築
　
　
　
　
　
　

二
九
七

小
豆
郡
池
田
町
大
字
室
生
字

大
池
ノ
内
一
四
八
一
番
一
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

先
ま
で

小
豆
郡
池
田
町
大
字
室
生
字
　
　
　
　
　
　
六
・
九

大
池
ノ
内
一
四
八
一
番
一
地
　
　
　
　
　
Ａ
　
　
〜
　
　
　
　
一
六
〇
　

先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
・
〇
　

改
築

小
豆
郡
池
田
町
大
字
室
生
字
　
　
　
　
　
　
二
六
・
五

大
池
ノ
内
一
四
七
九
番
一
地
　
　
　
　
　
Ｂ
　
　
〜
　
　
　
　
一
五
五
　
　

先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
・
五

小
豆
郡
池
田
町
大
字
室
生
字

大
池
ノ
内
一
四
七
九
番
一
地

先
か
ら

改
築

小
豆
郡
池
田
町
大
字
室
生
字
　

一
四
・
〇

〜

二
六
・
八

一
六
・
〇

〜

五
七
・
〇

さ
ぬ
き
市
　
　
　
さ
ぬ
き
市
・
木
田
郡



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

（
第
九
一
一
七
号
）

八

大
池
ノ
内
一
四
七
九
番
四
地

先
ま
で

●
香
川
県
告
示
第
百
九
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
指
　
定
　
番
　
号
　
坂
土
指
道
　
第
十
二
号

二
　
指
定
年
月
日
　
平
成
十
六
年
三
月
八
日

三
　
指
定
道
路
の
位
置
　
坂
出
市
林
田
町
字
古
川
三
九
一
八
―
三
及
び
同
地
先
農
道
・
水
路

四
　
指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長
　
幅
員
　
四
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
及
び
四
・
四
六
メ
ー
ト
ル

延
長
　
一
〇
・
四
〇
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
坂
出
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
百
九
十
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
指
　
定
　
番
　
号
　
坂
土
指
道
　
第
十
三
号

二
　
指
定
年
月
日
　
平
成
十
六
年
三
月
八
日

三
　
指
定
道
路
の
位
置
　
綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
居
字
万
燈
九
五
八
―
七
及
び
九
五
九
―
六

四
　
指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長
　
幅
員
　
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
　
　
　
　
　

延
長
　
二
八
・
二
四
メ
ー
ト
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
坂
出
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
百
六
十
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
届
出
の
概
要

１
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
天
満
屋
ス
ト
ア

岡
山
県
岡
山
市
岡
町
一
三
番
一
六
号

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

天
満
屋
ハ
ピ
ー
タ
ウ
ン
善
通
寺
店
　

善
通
寺
市
金
蔵
寺
町
川
添
一
九
〇
三
番
ほ
か

３
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻

変
更
前
　
午
前
十
時

変
更
後
　
午
前
九
時

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
閉
店
時
刻

変
更
前
　
午
後
八
時

変
更
後
　
午
後
十
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

変
更
前
　
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三
十
分
ま
で

変
更
後
　
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
三
十
分
ま
で

４
　
変
更
年
月
日

平
成
十
六
年
三
月
十
二
日

二
　
届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
三
月
十
一
日

三
　
届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

公

告



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

（
第
九
一
一
七
号
）

九

１
　
縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

善
通
寺
市
建
設
経
済
部
商
工
観
光
課

２
　
縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
年
七
月
二
十
三
日
（
金
曜
日
）
ま
で

四
　
意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周

辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
次
の
項
目

を
記
載
し
た
書
面
を
本
日
か
ら
四
月
以
内
（
平
成
十
六
年
七
月
二
十
三
日
（
金
曜
日
）
ま
で
）
に
次
の

提
出
先
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
意
見
書
は
、
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支

援
課
及
び
善
通
寺
市
建
設
経
済
部
商
工
観
光
課
に
お
い
て
当
該
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。

１
　
記
載
す
べ
き
項
目

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
業
の
種
類
及
び
沿
革

意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

意
見
の
内
容

２
　
提
出
先

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
商
業
・
金
融
グ
ル
ー
プ

●
香
川
県
公
告
第
百
六
十
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
公
告

平
成
十
五
年
香
川
県
公
告
第
六
百
二
十
四
号

二
　
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
パ
ル
サ
ン
コ
ー
牟
礼
店

木
田
郡
牟
礼
町
大
字
牟
礼
字
下
窪
九
八
八
番
の
一
ほ
か

三
　
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
牟
礼
町
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し

四
　
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
た
者
及
び
当
該
意
見
の
概
要
　
　

該
当
な
し

五
　
意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１
　
縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

牟
礼
町
建
設
経
済
課

２
　
縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
年
四
月
二
十
三
日
（
金
曜
日
）
ま
で

●
香
川
県
公
告
第
百
六
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
観
音
寺
市
柞
田
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地

改
良
事
業
南
新
開
一
号
線
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
六
年
三
月
十
日
認
可
し
た
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
百
六
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
財
田
川

沿
岸
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

役
員
の

氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
就
任
年
月
日

種
　
類

監
　
事
　
長
谷
川
正
夫
　
三
豊
郡
山
本
町
大
字
大
野
一
二
九
番
地
　
　
　
　
　
　
平
成
一
六
、
三
、
一
〇



●
香
川
県
公
告
第
百
六
十
八
号

次
の
と
お
り
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
入
札
」
と
い
う
。
）
を
行
う
の
で
、
特
定
調
達
契
約

に
関
す
る
香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十
五
号
）
第
六
条
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
香
川
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
十
九
号
。
以
下
「
規

則
」
と
い
う
。
）
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

１
　
件
名
及
び
数
量
　
香
川
県
電
子
入
札
・
電
子
納
品
シ
ス
テ
ム
開
発
運
用
業
務
　
一
式

２
　
調
達
案
件
の
特
質
等
　
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

３
　
委
託
期
間
　
契
約
締
結
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

４
　
入
札
方
法

入
札
者
は
、
入
札
書
を
含
む
提
案
書
等
を
提
出
す
る
こ
と
。
必
要
書
類
の
種
類
及
び
部
数
に
つ
い

て
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
（
以
下
「
入
札
価
格
」
と
い
う
。
）
に

当
該
金
額
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
金
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の

で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か

を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

二
　
入
札
参
加
資
格

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

１
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２
　
会
社
更
生
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
更
生
手
続
開
始
の
申
し
立
て

が
な
さ
れ
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

３
　
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
再
生
手
続
開
始
の
申
し
立
て
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一
〇

が
な
さ
れ
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

４
　
香
川
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
い
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
に
お
い
て
、
Ａ
級

に
格
付
け
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

な
お
、
本
公
告
日
現
在
Ａ
級
に
格
付
け
さ
れ
て
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
六
年
四
月
九
日

ま
で
に
「
競
争
入
札
参
加
資
格
申
請
書
」
を
香
川
県
出
納
局
会
計
課
に
提
出
し
て
、
Ａ
級
格
付
け
の

可
否
の
審
査
を
受
け
る
こ
と
。

５
　
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る

こ
と
。

６
　
本
公
告
の
日
か
ら
過
去
五
年
以
内
に
、
同
規
模
又
は
そ
れ
以
上
の
シ
ス
テ
ム
開
発
の
契
約
を
締
結

し
、
当
該
契
約
を
完
結
又
は
履
行
中
で
あ
る
こ
と
の
実
績
の
有
無
を
証
明
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

三
　
入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
掲
げ
る
資
格
確
認
申
請
書
に
指
定
の
書
類
を
添
え

て
、
平
成
十
六
年
四
月
九
日
午
後
五
時
ま
で
に
、
四
の
１
の

の

の
場
所
に
提
出
し
、
当
該
書
類
に

関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
書
類
を
審
査
し
た
結
果
、
当
該
契
約
を
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ

た
者
に
限
り
入
札
の
対
象
と
す
る
。

四
　
　
提
案
書
等
の
提
出
及
び
入
札
等

１
　
提
案
書
等
の
提
出

提
案
書
等
を
持
参
す
る
場
合

日
時
　
平
成
十
六
年
五
月
七
日
午
後
一
時
か
ら
二
時
ま
で

場
所
　
香
川
県
庁
東
館
六
階
会
議
室

郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
る
入
札
　
可
と
す
る
。
た
だ
し
、
郵
便
に
よ
る
送
付
と
し
書
留
親
展
の

も
の
に
限
る
。

受
領
期
限
　
平
成
十
六
年
五
月
六
日
午
後
五
時

送
付
先
　
郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県
土

木
部
技
術
企
画
課
総
務
・
技
術
企
画
グ
ル
ー
プ

提
案
書
等
の
す
べ
て
の
書
類
が
揃
っ
て
い
な
い
場
合
は
失
格
と
す
る
。

２
　
入
札
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日
時
　
平
成
十
六
年
五
月
七
日
午
後
二
時

場
所
　
香
川
県
庁
東
館
六
階
会
議
室

３
　
入
札
説
明
会
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日
午
後
二
時
　
　
香
川
県
庁
東
館
六
階
会
議
室

五
　
　
落
札
者
の
決
定
方
法

県
が
設
定
す
る
予
定
価
格
に
百
五
分
の
百
を
乗
じ
て
得
た
金
額
の
範
囲
内
の
価
格
で
入
札
し
た
者
で

あ
っ
て
、
仕
様
書
記
載
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
、
か
つ
、
別
記
の
香
川
県
電
子
入
札
・
電
子
納
品
シ

ス
テ
ム
開
発
運
用
事
業
に
係
る
落
札
者
決
定
基
準
に
よ
り
得
ら
れ
た
各
項
目
の
加
点
の
合
計
が
最
も
高

い
者
を
落
札
者
と
す
る
。

六
　
　
そ
の
他

１
　
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨
　
　
日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２
　
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
　
　
規
則
第
百
五
十
二
条
各
号
に
該
当
す
る
場
合
は
免
除

３
　
入
札
の
無
効

本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行

し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
及
び
規
則
第
百
七
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
入
札
は
、
無

効
と
す
る
。

４
　
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
又
は
入
札
に
関
し
不
正
行
為
が
あ
る
等
に
よ
り
明

ら
か
に
競
争
の
実
効
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
入
札
又
は
開
札
を
取
り
消
し
、
又
は
延
期
す

る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期
に
よ
る
損
害
は
、
入
札
者
の
負

担
と
す
る
。

５
　
落
札
の
無
効

落
札
者
は
、
落
札
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
の
期
間
内
に
落
札
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
契
約
書
を
作
成
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
落

札
は
、
無
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
契
約
書
を
郵
便
等
に
よ
り
す
る
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由

が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
予
約
完
結
権
の
譲
渡

落
札
者
は
、
落
札
決
定
後
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
予
約
完
結
権
を
第
三
者
に
譲
渡
し
て

は
な
ら
な
い
。

７
　
契
約
書
作
成
の
要
否
　
　
要

８
　
契
約
の
効
力
の
発
生

本
件
入
札
は
、
そ
の
契
約
に
係
る
予
算
が
議
会
で
可
決
さ
れ
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
以
降
で
当

該
予
算
の
執
行
が
可
能
と
な
っ
た
と
き
に
、
効
力
が
生
じ
る
。

９
　
問
い
合
わ
せ
先
　
郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県

土
木
部
技
術
企
画
課
総
務
・
技
術
企
画
グ
ル
ー
プ
　
電
話
番
号
〇
八
七
―
八
三

二
―
三
五
〇
九

１０

そ
の
他
　
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

七
　Sum

m
ary

1
N
ature

and
quantity

of
the
services

to
be
required

:K
agaw

a
Prefecture

Electronic

B
idding

and
D
elivery

System
,
1
set

2
Tim
e-lim

it
for
tender:2:00p.m

.,M
ay
7,2004

（B
y
m
ail,Tenders

m
ustbe

subm
itted

by
5:00p.m

.,
M
ay
6,
2004

）

3
C
ontact

point
for
the
notice

:G
eneral

A
ffairs

and
Technology

Planning
G
roup,

Technology
Planning

D
ivision,

C
ivil
Engeneerring

D
epartm

ent,

K
agaw

a
Prefectural

G
overnm

ent,

4-1-10,
B
ancho,

Takam
atsu
-shi,

K
agaw

a-ken,
Japan

760-8570.

TEL
087-832-3509

4
W
e
use

the
Japanese

language
and

the
Japanese

yen
in
the
procedures

of
the

contract.
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（
別
記
）
�

香
川
県
電
子
入
札
・
電
子
納
品
シ
ス
テ
ム
開
発
運
用
事
業
に
係
る
落
札
者
決
定
基
準
�

項
番
�

評
価
要
素
�

評
　
価
　
項
　
目
�

評
　
価
　
基
　
準
�

基
礎
点
�

加
　
算
　
基
　
準
�

加
算
点
�

上
限
値
�

必
須
・
�

任
意
�

提
案
内
容
が
、
本
県
の
方
針
や
目
的
、
解
決
し
た
い
課
題

や
想
定
効
果
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
。
�

��仕
様
書
に
示
さ
れ
た
要
件
を
全
て
満
た
し
、
か
つ
、
そ
の

実
現
方
法
又
は
実
現
へ
向
け
た
詳
細
検
討
方
法
等
が
具
体

的
に
提
案
さ
れ
て
い
る
。
�

�県
の
現
状
や
将
来
を
考
慮
し
た
、
工
夫
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム

方
式
の
提
案
に
な
っ
て
い
る
。
�

��仕
様
書
に
示
さ
れ
た
各
個
別
の
機
能
要
件
を
満
た
し
、
か

つ
、
そ
の
実
現
方
法
又
は
実
現
へ
向
け
た
詳
細
検
討
施
策

等
が
具
体
的
に
提
案
さ
れ
て
い
る
。
�

�信
頼
性
確
保
に
関
す
る
実
現
方
法
又
は
実
現
へ
向
け
た
詳

細
検
討
施
策
等
が
具
体
的
に
提
案
さ
れ
て
い
る
。
�

�使
い
勝
手
の
良
さ
に
関
す
る
実
現
方
法
又
は
実
現
へ
向
け

た
詳
細
検
討
施
策
等
が
具
体
的
に
提
案
さ
れ
て
い
る
。
�

�時
間
や
資
源
の
効
率
性
に
関
す
る
実
現
方
法
又
は
実
現
へ

向
け
た
詳
細
検
討
施
策
等
が
具
体
的
に
提
案
さ
れ
て
い
る
。
�

�保
守
性
に
関
す
る
実
現
方
法
又
は
実
現
へ
向
け
た
詳
細
検

討
施
策
等
が
具
体
的
に
提
案
さ
れ
て
い
る
。
�

�市
町
の
段
階
的
参
加
に
対
す
る
シ
ス
テ
ム
拡
張
性
に
関
し

て
実
現
方
法
又
は
実
現
に
向
け
た
詳
細
検
討
施
策
等
が
具

体
的
に
提
案
さ
れ
て
い
る
。
�

�ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
及
び
拡
張
性
等
に
関
す

る
対
策
が
具
体
的
に
提
案
さ
れ
て
い
る
。
�

方
針
及
び
目
的
と
の
整
合
性
�

���仕
様
書
全
体
と
の
整
合
性
�

���方
式
提
案
�

���機
能
性
�

���信
頼
性
�

��使
用
性
�

��効
率
性
�

��保
守
性
�

��拡
張
性
�

���イ
ン
フ
ラ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
�

全
般
�

�����������シ
ス
テ
ム
品
質
�

1－
1�
���

1－
2�
���

1－
3�
���

2－
1�
���

2－
2�
��

2－
3�
��

2－
4�
��

2－
5�
��

2－
6�
���

2－
7

必
須
�
���

必
須
�
���

必
須
�
���

必
須
�
���

必
須
�
��

必
須
�
��

必
須
�
��

必
須
�
��

必
須
�
���

必
須
�

�
�10����
―
����
10����
20���

10���
20���
20���
―
����
10�����

10

業
務
運
営
に
関
し
て
、
何
が
ど
の
よ
う
に
解
決
さ

れ
る
の
か
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
提
案
さ
れ
て
い

る
。
�

��
―
�

��有
効
な
手
段
を
提
案
し
て
い
る
。
ま
た
、
業
務
の

一
連
の
流
れ
を
前
提
と
し
た
各
シ
ス
テ
ム
間
の
連

携
に
つ
い
て
、
工
夫
し
た
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。
�

�各
要
求
に
独
自
の
工
夫
や
ア
イ
デ
ア
が
織
り
込
ま

れ
て
お
り
、
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
想
定
で
き
る
。
�

��各
要
求
に
独
自
の
工
夫
や
ア
イ
デ
ア
が
織
り
込
ま

れ
て
お
り
、
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
想
定
で
き
る
。
�

�各
要
求
に
独
自
の
工
夫
や
ア
イ
デ
ア
が
織
り
込
ま

れ
て
お
り
、
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
想
定
で
き
る
。
�

�各
要
求
に
独
自
の
工
夫
や
ア
イ
デ
ア
が
織
り
込
ま

れ
て
お
り
、
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
想
定
で
き
る
。
�

��
―
�

�各
要
求
に
独
自
の
工
夫
や
ア
イ
デ
ア
が
織
り
込
ま

れ
て
お
り
、
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
想
定
で
き
る
。
�

��各
要
求
に
対
し
独
自
の
工
夫
や
ア
イ
デ
ア
が
織
り

込
ま
れ
て
お
り
、
利
用
者
の
立
場
に
た
っ
た
使
い

や
す
さ
や
安
定
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
実
現
す

る
た
め
の
手
法
が
具
体
的
に
提
案
さ
れ
て
い
る
｡�

そ
の
他
、
仕
様
書
を
上
回
る
有
益
な
提
案
が
な
さ

れ
て
い
る
｡�
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一
三

建
物
、
電
力
設
備
、
空
調
設
備
等
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
要
件

に
つ
い
て
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
�

�����仕
様
調
整
及
び
設
計
に
関
す
る
進
め
方
が
具
体
的
に
工
夫

し
て
提
案
さ
れ
て
い
る
。
�

��開
発
方
法
や
構
築
方
法
に
関
す
る
実
現
方
法
又
は
実
現
へ

向
け
た
詳
細
検
討
施
策
等
が
具
体
的
に
提
案
さ
れ
て
い
る
。
�

��移
行
方
法
や
研
修
計
画
に
関
す
る
実
現
方
法
又
は
実
現
へ

向
け
た
詳
細
検
討
施
策
等
が
具
体
的
に
提
案
さ
れ
て
い
る
。
�

��保
守
運
用
に
関
す
る
実
現
方
法
又
は
実
現
へ
向
け
た
詳
細

検
討
施
策
等
が
具
体
的
に
提
案
さ
れ
て
い
る
。
�

�����各
作
業
項
目
及
び
役
割
分
担
が
明
確
か
つ
実
現
度
が
あ
る
。
�

�経
験
豊
富
な
PM
及
び
高
度
情
報
処
理
資
格
等
を
有
す
る

要
員
の
確
保
が
可
能
で
あ
る
。
�

�実
現
性
の
高
い
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
そ
の
方
法
と
共
に
示
さ

れ
て
い
る
。
�

�業
務
を
遂
行
す
る
上
で
の
適
切
な
品
質
管
理
基
準
や
資
格

等
を
取
得
し
て
い
る
。
�

�成
果
物
と
な
る
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
の
品
質
や
見
易
さ
が
適
切

で
あ
る
。
�

フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
�

������仕
様
調
整
及
び
設
計
�

���開
発
及
び
構
築
計
画
�

���移
行
、
導
入
計
画
�

���保
守
運
用
計
画
�

������作
業
項
目
及
び
役
割
分
担
�

�リ
ソ
ー
ス
�

��ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
�

��管
理
基
準
及
び
公
的
資
格
�

��ド
キ
ュ
メ
ン
ト
�

�������設
計
、
開
発
、
移
行
、

導
入
、
保
守
運
用
�

�����������������プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
管
理
�

�������事
業
者
�

2－
8�
������

3－
1�
���

3－
2�
���

3－
3�
���

3－
4�
������

4－
1�
�

4－
2�
��

4－
3�
��

5－
1�
��

5－
2

必
須
�
������

必
須
�
���

必
須
�
���

必
須
�
���

必
須
�
������

必
須
�
�

必
須
�
��

必
須
�
��

必
須
�
��

必
須
�

�
��10������
10����
10����
10�����

30�����
―
��

―
���
―
���
―
���
―
�

各
要
求
要
件
を
安
定
的
に
実
現
す
る
た
め
の
仕
組

み
や
指
針
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
｡�

万
一
の
障
害
時
の
対
策
や
方
針
が
具
体
的
に
示
さ

れ
て
い
る
。
�

そ
の
他
、
仕
様
書
を
上
回
る
有
益
な
提
案
が
な
さ

れ
て
い
る
｡�

�短
期
間
で
実
現
す
る
に
あ
た
っ
て
の
仕
様
調
整
及

び
設
計
に
関
す
る
進
め
方
に
関
し
て
、
創
意
工
夫

さ
れ
た
ア
イ
デ
ア
が
具
体
的
に
提
案
さ
れ
て
い
る
。
�

�短
期
間
で
実
現
す
る
に
あ
た
っ
て
の
開
発
及
び
構

築
に
関
す
る
進
め
方
に
関
し
て
、
創
意
工
夫
さ
れ

た
ア
イ
デ
ア
が
具
体
的
に
提
案
さ
れ
て
い
る
。
�

�ス
ム
ー
ズ
に
移
行
、
導
入
す
る
に
あ
た
っ
て
の
創

意
工
夫
さ
れ
た
ア
イ
デ
ア
が
具
体
的
に
提
案
さ
れ

て
い
る
。
�

�保
守
運
用
に
お
い
て
業
務
や
要
員
構
成
等
が
具
体

的
に
提
案
さ
れ
て
い
る
｡�

万
一
の
障
害
時
の
対
策
や
指
針
が
具
体
的
に
提
案

さ
れ
て
い
る
｡�

そ
の
他
、
仕
様
書
を
上
回
る
有
益
な
提
案
が
な
さ

れ
て
い
る
｡�

�
―
�

�
―
�

��
―
�

��
―
�

��
―
��



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

（
第
九
一
一
七
号
）

一
四

同
等
の
業
務
に
お
け
る
知
識
及
び
シ
ス
テ
ム
の
設
計
及
び

開
発
、
構
築
実
績
が
あ
る
。
�

��導
入
済
み
シ
ス
テ
ム
の
稼
動
実
績
値
の
裏
付
け
が
あ
る
。
�

��������入
札
価
格
が
予
定
価
格
に
105分

の
100を

乗
じ
て
得
た
額

の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
設
計
、
開
発
、
構
築
、

導
入
支
援
、
保
守
運
用
に
係
る
費
用
が
適
正
な
価
格
で
あ

り
、
根
拠
が
明
確
で
あ
る
こ
と
。
�

400点
×
（
1－
入
札
価
格
×
1.05／

予
定
価
格
）
�

導
入
実
績
及
び
経
験
�

���稼
動
実
績
�

��������開
発
費
用
�

�保
守
、
運
用
費
用
�

導
入
実
績
�

������������価
格
�

6－
1�
���

6－
2�
��������

7－
1�
�

7－
2

必
須
�
���

必
須
�
��������

必
須
�
�

必
須
�

�������
400�
�����������
400

�10���

10���
200�
�������―����
―
�

同
等
の
業
務
に
お
い
て
豊
富
な
知
識
を
有
し
、
主

幹
会
社
と
し
て
複
数
の
大
規
模
シ
ス
テ
ム
の
仕
様

調
整
、
開
発
、
導
入
実
績
が
あ
る
。
�

�具
体
的
な
稼
動
実
績
及
び
評
価
が
示
さ
れ
、
シ
ス
�

テ
ム
利
用
者
か
ら
高
い
評
価
を
得
て
い
る
。
�

��
�
600�
�����―������
400�
���

1,000
合
　
計
（
総
合
評
価
点
）
�

技
　
　
術
　
　
点
�

�
技
　
術
　
点
　
計
�

価
　
　
格
　
　
点
�

�
価
　
格
　
点
　
計
�



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

（
第
九
一
一
七
号
）

一
五

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
九
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
個
人
演

説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
次
の
施
設
に
つ
い
て
、
平
成
十
五
年
九
月
二

日
そ
の
名
称
の
変
更
が
あ
っ
た
旨
さ
ぬ
き
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
大
　
　
林
　
　
一
　
　
友

名
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
在
　
　
　
地

新
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

大
川
体
育
館
　
　
　
　
大
川
勤
労
者
体
育
セ
　
さ
ぬ
き
市
大
川
町
富
田
中
二
二
〇
七
番
地
二

ン
タ
ー

神
前
体
育
館
　
　
　
　
寒
川
勤
労
者
体
育
セ
　
さ
ぬ
き
市
寒
川
町
神
前
一
五
七
六
番
地
五

ン
タ
ー

長
尾
総
合
運
動
公
園
　
長
尾
共
同
福
祉
セ
ン
　
さ
ぬ
き
市
長
尾
東
二
四
五
六
番
地
六

研
修
セ
ン
タ
ー
　
　
　
タ
ー

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
個
人
演

説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
次
の
施
設
に
つ
い
て
、
平
成
十
五
年
九
月
二

日
そ
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
さ
ぬ
き
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
大
　
　
林
　
　
一
　
　
友

名
　
　
　
　
　
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所
　
　
　
在
　
　
　
地
　
　
　
　
　
　

大
川
共
同
福
祉
施
設
（
綜
合
会
館
大
ホ
ー
ル
）
さ
ぬ
き
市
大
川
町
富
田
中
二
二
一
五
番
地
一

長
尾
農
村
勤
労
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
　
　
さ
ぬ
き
市
造
田
是
弘
六
八
八
番
地
四

長
尾
農
業
者
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
　
　
　
さ
ぬ
き
市
長
尾
東
九
一
四
番
地
一

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出

事
項
の
異
動
の
届
出
に
つ
い
て
、
資
金
管
理
団
体
増
田
昌
三
の
会
か
ら
訂
正
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
七
年
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
八
号
（
政
治

資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
大
　
　
林
　
　
一
　
　
友

二
の
表
資
金
管
理
団
体
増
田
昌
三
の
会
の
項
中
「
高
松
市
昭
和
町
一
一
―
一
八
」
を
「
高
松
市
昭
和
町

一
―
一
一
―
一
八
」
に
改
め
る
。

委
託
地
方
公
共
団
体
に
か
か
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

香
川
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
　
武
　
田
　
安
　
紀
　
彦

香
川
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号

委
託
地
方
公
共
団
体
に
か
か
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

委
託
地
方
公
共
団
体
に
か
か
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
香
川
県
人
事
委

員
会
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
第
二
十
一
条
の
五
第
三
項
」

を
削
る
。

別
表
第
一
さ
ぬ
き
市
の
項
本
庁
中
「
秘
書
担
当
副
主
幹
・
人
事
又
は
給
与
担
当
係
長
」
を
「
人
事
又
は

給
与
担
当
係
長
、
秘
書
課
の
課
長
補
佐
・
秘
書
担
当
副
主
幹
」
に
、
「
企
画
財
政
課
」
を
「
財
政
課
」
に

改
め
、
同
項
出
先
機
関
中
「
薬
剤
部
長
、
主
幹
」
の
下
に
「
、
副
看
護
部
長
」
を
、
「
財
政
担
当
係
長
」

「

の
下
に
「
、
大
川
老
人
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
所
長
」
を
加
え
、

幼
　
稚
　
園
　
園
長

「

幼
　
稚
　
園
　
園
長

を
　
　
学
校
給
食
共

」

所
長

同
調
理
場

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

人
事
委
員
会
規
則



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

（
第
九
一
一
七
号
）

一
六

に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

」

議
会
事
務
局
　
事
務
局
長

部
長
、
次
長
、
課
長
、
室
長
、
総
務
課
の
課
長
補
佐
、

総
務
課
の
人
事
・
庶
務
グ
ル
ー
プ
の
副
主
幹
（
グ
ル
ー

市
長
部
局

プ
リ
ー
ダ
ー
に
限
る
。
）
、
企
画
財
政
課
の
課
長
補
佐
、

窓
口
セ
ン
タ
ー
所
長

教
育
委
員
会

教
育
長
、
課
長

本
庁
　
事
務
局

選
挙
管
理
委

書
記
長

員
会
事
務
局

監
査
委
員
事

事
務
局
長

務
局

農
業
委
員
会

事
務
局
長

事
務
局

保
健
福
祉
事

所
長

務
所

保
　
育
　
所
　
所
長

と
ら
ま
る
公

所
長

園
事
務
所

白
鳥
温
泉
　
所
長

中
　
学
　
校
　
校
長
、
教
頭

小
　
学
　
校
　
校
長
、
教
頭

幼
　
稚
　
園
　
園
長

学
校
給
食
セ

所
長

ン
タ
ー

別
表
第
一
引
田
町
の
項
か
ら
大
内
町
の
項
ま
で
を
削
り
、
同
表
土
庄
町
の
項
中
「
総
務
企
画
課
」
を
「

「

総
務
課
」
に
改
め
、
同
表
牟
礼
町
の
項
中
　
　
町
　
長
　
部
　
局
　
課
長

「
を
　
　
町
　
長
　
部
　
局
　
課
長
、
室
長

」

に
改
め
、
同
表
塩
江
町
の
項
中
「
課
長
、
」
を
「
課
長
、
主
幹
、
」
に
改
め
、
同
表
香
南
町

」

の
項
中
「
課
長
、
総
務
企
画
課
の
課
長
補
佐
・
人
事
担
当
主
査
」
を
「
参
事
、
課
長
、
総
務
企
画
課
の
課

「

長
補
佐
」
に
改
め
、
同
表
満
濃
町
の
項
中
　
　
町
　
長
　
部
　
局
　
課
長

「
を
　
　
町
　
長
　
部
　
局
　
課
長
、
主
幹

」

に
改
め
、
同
表
詫
間
町
の
項
中
「
、
出
納
室
長
」
を
削
る
。

」

別
表
第
二
大
川
地
区
広
域
行
政
振
興
整
備
事
務
組
合
の
項
中
「
大
川
地
区
広
域
行
政
振
興
整
備
事
務
組

合
」
を
「
大
川
広
域
行
政
組
合
」
に
、
「
・
庶
務
係
長
、
大
川
老
人
ホ
ー
ム
の
園
長
・
次
長
」
を
「
、
さ

ざ
ん
か
荘
の
園
長
・
次
長
・
事
務
長
・
園
長
補
佐
」
に
改
め
、
同
表
小
豆
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
の
項

中
「
事
務
局
長
」
の
下
に
「
、
事
務
局
次
長
」
を
、
「
副
園
長
」
の
下
に
「
、
小
豆
島
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ

ー
所
長
」
を
加
え
、
同
表
高
松
地
区
広
域
市
町
村
圏
振
興
事
務
組
合
の
項
中
「
南
部
広
域
清
掃
セ
ン
タ
ー

所
長
」
の
下
に
「
、
南
部
広
域
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
の
所
長
・
所
長
補
佐
」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
水
道
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
企
業
管
理
規
程
第
一
号

香
川
県
水
道
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

香
川
県
水
道
局
組
織
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
香
川
県
企
業
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

東
か
が
わ
市

出
先

機
関

企
業
管
理
規
程



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

（
第
九
一
一
七
号
）

一
七

改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
　
主
任

第
四
条
の
二
第
二
項
中
「
係
長
」
を
「
主
任
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
局
の
」
を
「
、
局
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
そ
の
所
轄
す
る
」
を
「
、
そ

の
所
管
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
課
長
補
佐
は
」
の
下
に
「
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
そ
の
所

掌
す
る
事
務
を
掌
理
し
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
中
「
及
び
副
主
幹
」
を
「
、
副
主
幹
、
主
任
主
査
、
主

任
及
び
主
査
」
に
、
「
担
任
す
る
」
を
「
、
特
定
の
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
及
び
第
七
項
を
削
り
、
同

条
第
八
項
中
「
事
務
」
を
「
、
事
務
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を

加
え
る
。

（
グ
ル
ー
プ
）

第
五
条
の
二
　
課
の
事
務
を
効
率
的
に
処
理
す
る
た
め
、
課
に
、
グ
ル
ー
プ
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
グ
ル
ー
プ
に
、
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
を
置
き
、
課
長
補
佐
の
職
に
あ
る
者
を
も
つ
て
充
て
る
。
た
だ

し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
副
主
幹
そ
の
他
の
職
に
あ
る
者
を
も
つ
て
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
の
事
務
を
掌
理
し
、
特
定
の
事
務

を
処
理
す
る
。

４
　
課
の
事
務
の
総
合
調
整
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
の
う
ち
か
ら
総
括

を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
所
の
」
を
「
、
所
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
そ
の
所
轄
す
る
」
を
「
、
そ

の
所
管
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
及
び
副
主
幹
」
を
「
、
副
主
幹
、
主
任
主
査
及
び
主
査
」
に
、

「
担
任
す
る
」
を
「
、
特
定
の
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
事
務
」
を
「
、
事

務
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
事
務
」
を
「
、
事
務
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
五
項
と
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
そ
の
所
轄
す
る
」
を
「
、
そ
の
所
管
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
副
主

幹
」
を
「
副
主
幹
、
主
任
主
査
及
び
主
査
」
に
、
「
担
任
す
る
」
を
「
、
特
定
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三

項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
事
務
」
を
「
、
事
務
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五

項
中
「
事
務
」
を
「
、
事
務
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
水
道
局
公
舎
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀
　

香
川
県
企
業
管
理
規
程
第
二
号

香
川
県
水
道
局
公
舎
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

香
川
県
水
道
局
公
舎
管
理
規
程
（
昭
和
五
十
一
年
香
川
県
企
業
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
を
削
り
、
第
九
条
を
第
八
条
と
し
、
第
十
条
を
第
九
条
と
し
、
第
十
一
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
三
号
様
式
」
を
「
第
二
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
十

三
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
十
四
条
中
「
第
四
号
様
式
」
を
「
第
三
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
十
五
条
中
「
第
五
号
様
式
」
を
「
第
四
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」
を
削
り
、

「

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

」

」

第
二
号
様
式
を
削
る
。

第
三
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」
を
削
り
、
同
様
式
を
第
二
号
様
式
と
す
る
。

第
四
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」
を
削
り
、
同
様
式
を
第
三
号
様
式
と
す
る
。

第
五
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
四
号
様
式
と
す
る
。

第
１２
条
関
係
　
　
　
第
１１
条
関
係
　
　
　
　
用
紙
寸
法
　
Ｂ
５
　
　
　
日
本
工
業
規
　
　
　
　
　
　
　

格
Ａ
列
４
番
　
　
　
　
　
　
　

第
１４
条
関
係
　
　
　
第
１３
条
関
係
　
　
　
　
用
紙
寸
法
　
Ｂ
５
　
　
　
日
本
工
業
規

格
Ａ
列
４
番
　
　
　
　
　
　
　

第
１５
条
関
係
　
　
　
第
１４
条
関
係
　
　
　
　
用
紙
寸
法
　
Ｂ
５
　
　
　
日
本
工
業
規

格
Ａ
列
４
番

印印

用
紙
寸
法
　
Ｂ
５
　
　
　
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
　
　
　
　
　
　
　 印

職
　
　
業
　
収
入
月
額
　
　
　
　
　
　
　
備
　
　
　
考

円



平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

（
第
九
一
一
七
号
）

一
八

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
五
色
台
水
道
事
業
給
水
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
企
業
管
理
規
程
第
三
号

香
川
県
五
色
台
水
道
事
業
給
水
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

香
川
県
五
色
台
水
道
事
業
給
水
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
香
川
県
企
業
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
第
三
号
中
「
水
質
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
四
年
厚
生
省
令
第
六
十
九
号
）」
を
「

水
質
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
一
号
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
指

定
す
る
」
を
「
登
録
を
受
け
た
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
第
二
項
の
改
正
規
定
は
、

同
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


